
医 第 2222 号 

令和２年 10 月 16 日 

各保健所設置市衛生主管部（局）長 殿 

神奈川県健康医療局保健医療部医療課長 

 （公  印  省  略） 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンスの一部改正及び「「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関する

Ｑ＆Ａ（事例集）」の一部改正について（依頼） 

  本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃からご理解、ご協力をい

ただきお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和２年 10 月９日付個情第 1312 号他により、個人

情報保護委員会事務局長他から通知及び事務連絡がありましたので、貴市所

管医療機関に周知くださいますようお願いします。 

なお、裏面に記載の関係団体には別途依頼済みであることを申し添えます。 

問合せ先 

法人指導グループ 田中 

電話(045)210-1111 内線 4871 



通知済み関係団体(各会会員に周知依頼済み) 
公益社団法人神奈川県医師会 

公益社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 

 

 



個 情 第 1 3 1 2 号  

医政発 1009 第 39 号  

薬生発 1009 第４号  

老 発 1 0 0 9 第 １ 号  

令和２年 10 月９日  

各 都 道 府 県 知 事 殿  

個人情報保護委員会事務局長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省医薬・生活衛生局長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンスの一部改正について（通知） 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために、

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

（平成 29 年４月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414 第

１号・老発 0414第１号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医

薬・生活衛生局長・老健局長通知別添。以下「ガイダンス」という。）を作成し、

その周知を図っているところです。 

今般、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28年個人情報保護委員会

規則第３号）の一部が改正されたことに伴い、ガイダンスの一部を下記のとおり

改正しましたので、貴職におかれましては、貴管内の関係機関・関係団体等に対

する周知等よろしくお取り計らい願います。 

また、貴管内市区町村（指定都市、中核市、保健所設置市及び特別区等を含む。）

に対しても、併せて周知願います。 



 
 

 

記 

 

１ ガイダンスの一部改正について 

 ガイダンスについて、別添１の新旧対照表のとおり一部改正を行い、別添２

のとおりとすること。 

 

２ 改正の概要 

 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部が別添３のとおり改正された

ことに伴い、ガイダンスの「Ⅱ 用語の定義等」の「２. 個人識別符号（法

第２条第２項関係）」中の引用条文の改正等を行うもの。 

 

３ 施行期日 

 令和２年 10月９日 

 

 



  別添１ 

    

○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29 年４月 14 日付け個情第 534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414

第１号・老発 0414第１号個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健局長通知別添）新旧対照表 

 

（下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

Ⅱ 用語の定義等 

２. 個人識別符号（法第２条第２項関係） 

（定義） 

法第二条～規則第二条 （略） 

 

規則第三条 令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、

それぞれ当該各号に定めるものとする。 

一 令第一条第七号イに掲げる証明書 国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）第百十一条の二第一項に規定する保険者番号

及び被保険者記号・番号 

二 令第一条第七号ロに掲げる証明書 高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）第百六十一条の二第一項に規

定する保険者番号及び被保険者番号 

三 令第一条第七号ハに掲げる証明書 同号ハに掲げる証明書の番

号及び保険者番号 

 

規則第四条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

Ⅱ 用語の定義等 

２. 個人識別符号（法第２条第２項関係） 

（定義） 

法第二条～規則第二条 （略） 

 

規則第三条 令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、

それぞれ当該各号に定めるものとする。 

一 令第一条第七号イに掲げる証明書 同号イに掲げる証明書の記

号、番号及び保険者番号 

 

二 令第一条第七号ロ及びハに掲げる証明書 同号ロ及びハに掲げ

る証明書の番号及び保険者番号 

 

 

 

 

規則第四条 令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 



 
 

一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第三条第十一項に規定

する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番

号 

 
 

二 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第二条第十項に規定す

る保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号 

 
 

三～四   （略） 

五 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）第四十五

条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号 

 

 

 

 

 

 

 

六 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第百十二

条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号 

 

 

 

 

一 健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第四十七

条第一項及び第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号 

 

二 健康保険法施行規則第五十二条第一項の高齢受給者証の記号、

番号及び保険者番号 

三 船員保険法施行規則（昭和１５年厚生省令第５号）第三十五条

第一項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号 

四 船員保険法施行規則第四十一条第一項の高齢受給者証の記号、

番号及び保険者番号 

五～六   （略） 

七 私立学校教職員共済法施行規則（昭和２８年文部省令第２８

号）第一条の七の加入者証の加入者番号 

八 私立学校教職員共済法施行規則第三条第一項の加入者被扶養者

証の加入者番号 

九 私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項の高齢受給者

証の加入者番号 

十 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第七

条の四第一項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番

号 

十一 国家公務員共済組合法施行規則（昭和３３年大蔵省令第５４

号）第八十九条の組合員証の記号、番号及び保険者番号 

十二  国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第一項の組合員被

扶養者証の記号、番号及び保険者番号 

十三  国家公務員共済組合法施行規則第九十五条の二第一項の高齢

受給者証の記号、番号及び保険者番号 



 
 

 

 

 

七 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第百四

十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記

号・番号 

 

 

 

 

 

 

 

八～九 （略） 

 

「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるも

のとして令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに

該当するものが含まれる情報は個人情報となる。 

具体的な内容は、令第１条及び個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成28年個人情報保護委員会規則第３号。以下「規則」という。）第

２条から第４条までに定められており、例えば、細胞から採取されたデ

オキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列、健康保険法に基

づく保険者番号や被保険者等記号・番号などが該当する。 

したがって、当該保険者番号及び被保険者番号・記号のいずれもが含

まれる情報は、個人情報となる。 

十四  国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の二第一項の船

員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者

番号 

十五  地方公務員等共済組合法施行規程（昭和３７年総理府・文部

省・自治省令第１号）第九十三条第二項の組合員証の記号、番

号及び保険者番号 

十六  地方公務員等共済組合法施行規程第百条第一項の組合員被扶

養者証の記号、番号及び保険者番号 

十七  地方公務員等共済組合法施行規程第百条の二第一項の高齢受

給者証の記号、番号及び保険者番号 

十八  地方公務員等共済組合法施行規程第百七十六条第二項の船員

組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番

号 

十九～二十 （略） 

 

「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるも

のとして令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに

該当するものが含まれる情報は個人情報となる。 

具体的な内容は、令第１条及び個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成28年個人情報保護委員会規則第３号。以下「規則」という。）第

２条から第４条までに定められており、例えば、細胞から採取されたデ

オキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列、健康保険法に基

づく被保険者証や高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号などが該当

する。 

したがって、当該記号、番号及び保険者番号のいずれもが含まれる情



 
 

報は、個人情報となる。 
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図
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す
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和
元
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法
律
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九
号
）
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に
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情
報
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す
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法
律
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成
十
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号
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情
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に
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す
る
法
律
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則
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す
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則
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の
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う
に
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め
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。

令
和
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一
日
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人
情
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護
委
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丹
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絵
子
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情
報
の
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護
に
関
す
る
法
律
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行
規
則
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を
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す
る
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則
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情
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護
に
関
す
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八
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規
則
第
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よ
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に
改
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す
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。

次
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、
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正
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に
掲
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傍
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を
付
し
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部
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規
定
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傍
線
を
付
し
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正
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掲
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傍
線
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付
し
た
規
定
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「
対
象
規
定
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と
い
う
。
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改
正
前
欄
に
掲
げ
る
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象
規
定
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改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
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、
改
正
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欄
に
掲
げ
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正
後
欄
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掲
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掲
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。
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受
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受
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な
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た
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、
番
号
、
記
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他
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符
号
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情
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掲
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に
、
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該
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号
に
定
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と
す
る
。

一

令
第
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条
第
七
号
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に
掲
げ
る
証
明
書

国
民
健
康
保
険
法
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昭
和
三
十
三
年

一

令
第
一
条
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
証
明
書

同
号
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に
掲
げ
る
証
明
書
の
記
号
、

法
律
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百
九
十
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号
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十
一
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第
一
項
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す
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番
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保
険
者
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号

被
保
険
者
記
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・
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号
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二

令
第
一
条
第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
証
明
書

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

二

令
第
一
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第
七
号
ロ
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ハ
に
掲
げ
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証
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同
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掲
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律
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法
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号
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第
百
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に
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す
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書
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掲
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掲
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情
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］
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掲
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］
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者
番
号
及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号

項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

四

船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号

及
び
保
険
者
番
号

三

［
略
］

五

［
同
上
］

四

［
略
］

六

［
同
上
］

五

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
四
十

七

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
加
入
者
等
記
号
・
番
号

）
第
一
条
の
七
の
加
入
者
証
の
加
入
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
の

加
入
者
番
号
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［
号
を
削
る
。
］

九

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の

加
入
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

六

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
十
二

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号

号
）
第
八
十
九
条
の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養

者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給

者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
四

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
船
員
組

合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四

十
五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
・
文
部
省

十
四
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・

・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保

番
号

険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
百
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者

証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
百
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者

証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

［
号
を
削
る
。
］

十
八

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
船
員
組
合

員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

八

［
略
］

十
九

［
同
上
］

九

［
略
］

二
十

［
同
上
］
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備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
よ
り
施
行
す
る
。



 
 

事 務 連 絡 

令和２年 10月９日  

 

各 都 道 府 県 知 事 殿   

 

個人情報保護委員会事務局長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長  

厚生労働省医薬・生活衛生局長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長  

 

「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に 

関するＱ＆Ａ（事例集）」の一部改正について 

 

 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために、「「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関する

Ｑ＆Ａ（事例集）」（「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」に関するＱ＆Ａ（事例集）について」（平成 29年５月 30日付け事務連

絡）別添。以下「Ｑ＆Ａ」という。）を作成し、その周知を図っているところです。 

今般、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28年個人情報保護委員会規則第

３号）の一部が改正されたことに伴い、Ｑ＆Ａの一部を別添のとおり改正しましたの

で、貴職におかれましては、貴管内の関係機関・関係団体等に対する周知等よろしく

お取り計らい願います。 

また、貴管内市区町村（指定都市、中核市、保健所設置市及び特別区等を含む。）に

対しても、併せて周知願います。 

 

 

 



 

○ 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するＱ＆Ａ（事例集）（平成 29 年５月 30 日付け個人情報保護委員会事務局・厚生労働省医政

局・医薬・生活衛生局・老健局事務連絡）新旧対照表

（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（目次部分） 

【総論】 

（略） 

Ｑ３－２ ガイダンスｐ１０で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例によ

り十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされていますが、ど

のような場合のことでしょうか。･････････････････････････････9 

（略） 

（本文部分） 

【総論】 

（略） 

＜用語の定義＞ 

（略） 

Ｑ２－３ 医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」には、具体的にどのような

ものがありますか。 

Ａ２－３ 「個人識別符号」とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるも

のとして政令で定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含

まれる情報は個人情報となります。 

 医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」の具体的な内容としては、例えば細胞

から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列（※）、健康保険法に

基づく保険者番号や被保険者等記号・番号、介護保険法に基づく被保険者証の記号、番号及

び保険者番号などがあります。 

なお、上記の保険者番号及び被保険者等記号・番号や、被保険者証の記号、番号及び保険

者番号については、それぞれこれらの記号、番号等が全て含まれる情報が、個人識別符号に

該当します。 

※ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）においては、「細胞か

ら採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列」のうち、個人識別符

号に該当するものは、ゲノムデータ（細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）

を構成する塩基の配列を文字列で表記したもの）のうち、全核ゲノムシークエンスデー

（目次部分） 

【総論】 

（略） 

Ｑ３－２ ガイダンスｐ１１で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例によ

り十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされていますが、ど

のような場合のことでしょうか。･････････････････････････････9 

（略） 

（本文部分） 

【総論】 

（略） 

＜用語の定義＞ 

（略） 

Ｑ２－３ 医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」には、具体的にどのような

ものがありますか。 

Ａ２－３ 「個人識別符号」とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるも

のとして政令で定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含

まれる情報は個人情報となります。 

 医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」の具体的な内容としては、例えば細胞

から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列（※）、健康保険法や

介護保険法に基づく被保険者証や高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号などがありま

す。 

なお、当該記号、番号、保険番号については、これら３つのいずれもが含まれる情報は個

人識別符号に該当します。 

※ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）においては、「細胞か

ら採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列」のうち、個人識別符

号に該当するものは、ゲノムデータ（細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）

を構成する塩基の配列を文字列で表記したもの）のうち、全核ゲノムシークエンスデー

別 添 



 

 
 

タ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型（single nucleotide 

polymorphism：SNP）データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンス

データ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列（short tandem repeat：STR）等の遺伝型

情報により本人を認証することができるようにしたもの」とされている。 

タ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型（single nucleotide 

polymorphism：SNP）データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンス

データ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列（short tandem repeat：STR）等の遺伝型

情報により本人を認証することができるようにしたもの」とされている。 

（略） 

＜本人の同意＞ 

（略） 

Ｑ３－２ ガイダンスｐ１０で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例により

十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされていますが、どのような場合の

ことでしょうか。 

Ａ３－２ 症例や事例によっては、患者の数が少ない場合や顔写真を添付する場合など、氏

名等を消去しても特定の個人を識別できてしまう場合もあります。このような場合、当該症

例等は「個人情報」に該当しますので、学会での発表等に当たっては（第三者提供に該当し

ますので）本人の同意が必要となるということです。  

なお、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術

研究の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法の適用を受けませ

ん。ただし、当該学会発表等が学術研究の一環として行われる場合には、学会等関係団体が

定める指針に従うこととなります（個人情報保護法第７６条第３項）。 

（略） 

【各論】 

（略） 

（略） 

＜本人の同意＞ 

（略） 

Ｑ３－２ ガイダンスｐ１１で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例により

十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされていますが、どのような場合の

ことでしょうか。 

Ａ３－２ 症例や事例によっては、患者の数が少ない場合や顔写真を添付する場合など、氏

名等を消去しても特定の個人を識別できてしまう場合もあります。このような場合、当該症

例等は「個人情報」に該当しますので、学会での発表等に当たっては（第三者提供に該当し

ますので）本人の同意が必要となるということです。  

なお、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術

研究の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法の適用を受けませ

ん。ただし、当該学会発表等が学術研究の一環として行われる場合には、学会等関係団体が

定める指針に従うこととなります（個人情報保護法第７６条第３項）。 

（略） 

【各論】 

（略） 

＜利用目的の通知等＞ 

（略） 

Ｑ２－６ 意識不明の患者が搬送された場合、付き添っていた家族から本人の病歴等を聞

き取ることはできますか。 

Ａ２－６ 要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人から同意を得なければなりま

せんが、個人情報保護法第１７条第２項各号に定める場合は、本人の同意を得る必要はあり

ません。急病その他の事態が生じたときに、患者が意識不明であれば、本人の同意を得るこ

とは困難な場合に該当するため、本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事者が家族から

聴取する場合は、同法第１７条第２項第２号に該当します。（参照：ガイダンスｐ２３） 

なお、この場合、本人の意識が回復した後に、家族等から取得した情報の内容とその相手

について本人に説明することになります。（参照：ガイダンスｐ１４） 

＜利用目的の通知等＞ 

（略） 

Ｑ２－６ 意識不明の患者が搬送された場合、付き添っていた家族から本人の病歴等を聞

き取ることはできますか。 

Ａ２－６ 要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人から同意を得なければなりま

せんが、個人情報保護法第１７条第２項各号に定める場合は、本人の同意を得る必要はあり

ません。急病その他の事態が生じたときに、患者が意識不明であれば、本人の同意を得るこ

とは困難な場合に該当するため、本人の病歴等を医師や看護師などの医療従事者が家族から

聴取する場合は、同法第１７条第２項第２号に該当します。（参照：ガイダンスｐ２３） 

なお、この場合、本人の意識が回復した後に、家族等から取得した情報の内容とその相手

について本人に説明することになります。（参照：ガイダンスｐ１５） 

（略） 

＜個人データの第三者提供＞ 

Ｑ４－１ 患者・利用者の病状等をその家族等に説明する際に留意すべきことは何です

か。 

Ａ４－１ 医療機関等においては、患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を

（略） 

＜個人データの第三者提供＞ 

Ｑ４－１ 患者・利用者の病状等をその家族等に説明する際に留意すべきことは何です

か。 

Ａ４－１ 医療機関等においては、患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を



 

 
 

行うことは、患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的と考えられ、院内掲示

等で公表し、患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があった

ものと考えられます。（参照：ガイダンスｐ３４） 

医療・介護サービスを提供するに当たり、患者・利用者の病状等によっては、第三者で

ある家族等に病状等の説明が必要な場合もあります。この場合、患者・利用者本人に対し

て、説明を行う対象者の範囲、説明の方法や時期等について、あらかじめ確認しておくな

ど、できる限り患者・利用者本人の意思に配慮する必要があります（参照：ガイダンスｐ１

４）。  

なお、本人の同意が得られない場合であっても、医師が、本人又は家族等の生命、身体又は

財産の保護のために必要であると判断する場合であれば、家族等へ説明することは可能です

（個人情報保護法第２３条第１項第２号に該当）。 

行うことは、患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的と考えられ、院内掲示

等で公表し、患者から明示的に留保の意思表示がなければ、患者の黙示による同意があった

ものと考えられます。（参照：ガイダンスｐ３５） 

医療・介護サービスを提供するに当たり、患者・利用者の病状等によっては、第三者で

ある家族等に病状等の説明が必要な場合もあります。この場合、患者・利用者本人に対し

て、説明を行う対象者の範囲、説明の方法や時期等について、あらかじめ確認しておくな

ど、できる限り患者・利用者本人の意思に配慮する必要があります（参照：ガイダンスｐ１

５）。  

なお、本人の同意が得られない場合であっても、医師が、本人又は家族等の生命、身体又は

財産の保護のために必要であると判断する場合であれば、家族等へ説明することは可能です

（個人情報保護法第２３条第１項第２号に該当）。 

（略） 

Ｑ４－１８ 上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手から、患者の容

態等についての問合せがあれば、どの範囲まで回答すべきでしょうか。 

Ａ４－１８ 電話による問合せで、相手と患者との関係が十分に確認できない場合には、存

否情報やけがの程度等の情報提供に限定することも考えられますし、相手が患者の特徴を具

体的に説明できるなど相手が患者の家族等であると確認できる場合には、より詳細な情報提

供を行うことも可能と考えます。（参照：ガイダンスｐ１４） 

（略） 

Ｑ４－１８ 上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手から、患者の容

態等についての問合せがあれば、どの範囲まで回答すべきでしょうか。 

Ａ４－１８ 電話による問合せで、相手と患者との関係が十分に確認できない場合には、存

否情報やけがの程度等の情報提供に限定することも考えられますし、相手が患者の特徴を具

体的に説明できるなど相手が患者の家族等であると確認できる場合には、より詳細な情報提

供を行うことも可能と考えます。（参照：ガイダンスｐ１５） 

Ｑ４－１９ 上記の方法により連絡のついた家族等から、意識不明である患者の既往歴、

治療歴等を聴取することは問題ありませんか。 

Ａ４－１９ 治療のために必要な既往歴、治療歴等の情報を家族から取得することは、個人

情報の適正な取得であり、問題ありません。この場合、本人の意識が回復した後に、家族等

から取得した情報の内容とその相手について本人に説明することになります。（参照：ガイ

ダンスｐ１４） 

Ｑ４－１９ 上記の方法により連絡のついた家族等から、意識不明である患者の既往歴、

治療歴等を聴取することは問題ありませんか。 

Ａ４－１９ 治療のために必要な既往歴、治療歴等の情報を家族から取得することは、個人

情報の適正な取得であり、問題ありません。この場合、本人の意識が回復した後に、家族等

から取得した情報の内容とその相手について本人に説明することになります。（参照：ガイ

ダンスｐ１５） 
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